
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  駐車場付きマンションの貸付け               

Ｑ：駐車場付きマンションを貸し付ける場

合、消費税ではどのように取り扱われます

か？                                           

                                              

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】 

駐車場のような施設の貸付けは、原則とし

て課税売上に該当しますが、その敷地の一部

が駐車場スペースになっている一戸建て住宅

の貸付けや、マンション等の集合住宅に係る

駐車場で入居者について１戸当たり１台分以

上の駐車スペースが確保されており、かつ、

自動車の保有の有無にかかわらず割り当てら

れる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別

に駐車場使用料等を収受していないものにつ

いては、その全体が住宅の貸付とされ、非課

税として取り扱われることとなっています。 

したがって、駐車場を借りる人は駐車場込

みの賃貸料で、借りない人は住宅部分だけの

賃貸料というような場合は、ただ単に、駐車

場を借りる人は、駐車場の賃貸料を住宅の賃

貸料に上乗せして契約しているにすぎません

ので、この取扱いの適用はなく、駐車場部分

の金額については課税対象となります。 

なお、このような駐車場付きマンションに

おいて、たまたま住宅と駐車場を一括して借

りていた人が、その住宅と駐車場を他に転貸

したという場合であっても、１戸当たり１台

分以上の駐車スペースが確保されていないマ

ンションの一部を貸付けることになりますの

で、転貸に係る駐車場部分の金額は課税対象

として取り扱われます。 
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